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ストレスチェック制度に関する法令 

 

①労働安全衛生法（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）（抄） 

 

（産業医等）  

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところに

より、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省

令で定める事項（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。  

２～４ （略） 

 

（衛生委員会）  

第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業

者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。  

 一  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。  

 二  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。  

 三  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。  

 四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する

重要事項  

２～４ （略） 

 

（心理的な負担の程度を把握するための検査等） 

第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、

保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下この条において「医師等」という。）によ

る心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定める

ところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなけ

ればならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者

の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。 

３ 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労

働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面

接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚

生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この

場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対

し、不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を
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記録しておかなければならない。 

５ 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持す

るために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴か

なければならない。 

６ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、

当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業

の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委

員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならな

い。 

７ 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図

るため必要な指針を公表するものとする。 

８ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事

業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 

９ 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対す

る研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利

用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ること

を促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（健康診断等に関する秘密の保持） 

第百四条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康

診断、第六十六条の八第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定によ

る検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に

関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 

 

附則 

（心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例） 

第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用に

ついては、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなけれ

ば」とする。 

 

②労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三一八号）（抄） 

 
（産業医を選任すべき事業場） 

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使

用する事業場とする。 
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③労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）（抄） 

 

（産業医及び産業歯科医の職務等） 

第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専

門的知識を必要とするものとする。 

一～二 （略） 

 三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実

施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を

保持するための措置に関すること。 

四～九 （略） 

 

（衛生委員会の付議事項） 

第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関

する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 

 一～九 （略） 

十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 

 十一 （略） 

 

（心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法） 

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、

次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握

するための検査（以下この節において「検査」という。）を行わなければならない。 

 一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 

 二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 

 三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 

 

（検査の実施者等） 

第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者（以

下この節において「医師等」という。）とする。 

 一 医師 

 二 保健師 

 三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを

修了した看護師又は精神保健福祉士 

２ 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地

位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。 

 

（検査結果等の記録の作成等） 
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第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行

つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事

した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

（検査結果の通知） 

第五十二条の十二 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、

遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 

 

（労働者の同意の取得等） 

第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書

面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下同じ。）によらなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医

師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、

当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 

 

（検査結果の集団ごとの分析等） 

第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検

査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごと

に集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。 

２ 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の

労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（面接指導の対象となる労働者の要件） 

第五十二条の十五 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、

心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導（以下この節において

「面接指導」という。）を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであ

ることとする。 

 

（面接指導の実施方法等） 

第五十二条の十六 法第六十六条の十第三項の規定による申出（以下この条及び次条にお

いて「申出」という。）は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、

遅滞なく行うものとする。 

２ 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指

導を行わなければならない。 
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３ 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨

することができる。 

 

（面接指導における確認事項） 

第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、

第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとす

る。 

 一 当該労働者の勤務の状況 

 二 当該労働者の心理的な負担の状況 

 三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況 

 

（面接指導結果の記録の作成）  

第五十二条の十八 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作

成して、これを五年間保存しなければならない。 

２ 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなけ

ればならない。 

 一 実施年月日 

 二 当該労働者の氏名 

 三 面接指導を行つた医師の氏名 

 四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見 

 

（面接指導の結果についての医師からの意見聴取）  

第五十二条の十九 面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師か

らの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。 

 

（指針の公表） 

第五十二条の二十 第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公

表について準用する。 

 

（検査及び面接指導結果の報告） 

第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、

定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書（様式第六号の二）を

所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

 

附則 

（労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第

一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以
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上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則

（次項において「新安衛則」という。）第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法

第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。 


